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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＦＤＤとＴＤＤのＣＡをサポートする通信シス
テムにおけるＵＥからＨＡＲＱフィードバックを受信す
る方法を提供する。
【解決手段】ＨＡＲＱフィードバックを受信する方法に
おいて、プライマリセルにおいてダウンリンクサブフレ
ーム又はスペシャルサブフレームである第１のサブフレ
ームでは、セカンダリセルにおける第１のサブフレーム
のダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィー
ドバックを受信するタイミングは、ＴＤＤのためのタイ
ミングと同一である。プライマリセルにおいてアップリ
ンクサブフレームである第２のサブフレームでは、セカ
ンダリセルにおける第２のサブフレームのダウンリンク
物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信
するタイミングは、プライマリセルにおける、第２のサ
ブフレームに最も近いダウンリンクサブフレーム又はス
ペシャルサブフレームのダウンリンク物理チャネルに対
応する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）とＴＤＤ（Ｔｉｍ
ｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）のＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎ）をサポートする通信システムにおける基地局による方法であって、
　セカンダリセルを介して、ダウンリンク物理チャネルを送信し、
　前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉ
ｃ Ｒｅｐｅａｔ Ｒｅｑｕｅｓｔ）フィードバックをＵＥ（Ｕｓｅｒ  Ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ）から受信する、ことを含み、
　前記セカンダリセルのスケジューリングのために、前記ＵＥが他セルの制御チャネルを
参照するよう構成されていない場合、且つ、プライマリセルがＴＤＤとして設定され且つ
前記セカンダリセルがＦＤＤとして設定される場合、
　第１のサブフレームが、前記プライマリセルにおいてダウンリンクサブフレーム又はス
ペシャルサブフレームである場合、前記第１のサブフレームにおいて前記セカンダリセル
で送信したダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するタイ
ミングは、ＴＤＤのためのタイミングと同一であり、
　第２のサブフレームが、前記プライマリセルにおいてアップリンクサブフレームである
場合、前記第２のサブフレームにおいて前記セカンダリセルで送信したダウンリンク物理
チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するタイミングは、前記プライマリセ
ルにおける、前記第２のサブフレームに最も近いダウンリンクサブフレーム又はスペシャ
ルサブフレームで送信したダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバック
を受信する、ＴＤＤのためのタイミングと同一である、
方法。
【請求項２】
　前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信する前記プラ
イマリセルのアップリンクサブフレーム１つあたりに対する、前記セカンダリセルのダウ
ンリンク物理チャネルを送信するダウンリンクサブフレームの数は、
　ｃｅｉｌ（前記セカンダリセルのダウンリンク物理チャネルを送信するダウンリンクサ
ブフレームの数を、前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを
受信する前記プライマリセルのアップリンクサブフレームの数で割った数）、又は
　ｆｌｏｏｒ（前記セカンダリセルのダウンリンク物理チャネルを送信するダウンリンク
サブフレームの数を、前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバック
を受信する前記プライマリセルのアップリンクサブフレームの数で割った数）のいずれか
である、
ことを特徴とした請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記プライマリセルがＦＤＤとして設定される場合、前記ダウンリンク物理チャネルに
対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するタイミングは、ＦＤＤのためのタイミングと
同一である、
ことを特徴とした請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記セカンダリセルのスケジューリングのために、前記ＵＥが他セルの制御チャネルを
参照するよう構成されている場合、且つ、前記プライマリセルがＴＤＤとして設定される
場合、前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するタイ
ミングはＴＤＤのためのタイミングと同一である、
ことを特徴とした請求項１乃至３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ  Ｕｐｌｉｎｋ  Ｃｏｎｔｒｏｌ  ＣＨａｎｎｅｌ）は
、前記プライマリセルのみで送信される、
ことを特徴とした請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
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【請求項６】
　前記ダウンリンク物理チャネルをサブフレームｎ－ｋで送信し、前記ＨＡＲＱフィード
バックをサブフレームｎで受信し、
　前記プライマリセルがＴＤＤ  Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ  ３に設定されている場合
、ｎ＝２のとき、ｋ＝１１，１０，９，８，７，６であり、
　ｎ＝３のとき、ｋ＝６，５であり、
　ｎ＝４のとき、ｋ＝５，４である、 
ことを特徴とした請求項１乃至５のいずれかに記載の方法。 
【請求項７】
　ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）とＴＤＤ（Ｔｉｍ
ｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）のＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎ）をサポートする通信システムにおけるＵＥ（Ｕｓｅｒ  Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）によ
る方法であって、
　セカンダリセルを介して、ダウンリンク物理チャネルを受信し、
　前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉ
ｃ Ｒｅｐｅａｔ Ｒｅｑｕｅｓｔ）フィードバックを基地局へ送信する、ことを含み、
　前記セカンダリセルのスケジューリングのために、前記ＵＥが他セルの制御チャネルを
参照するよう構成されていない場合、かつ、プライマリセルがＴＤＤとして設定され且つ
前記セカンダリセルがＦＤＤとして設定される場合、
　第１のサブフレームが、前記プライマリセルにおいてダウンリンクサブフレーム又はス
ペシャルサブフレームである場合、前記第１のサブフレームにおいて前記セカンダリセル
で受信したダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信するタイ
ミングは、ＴＤＤのためのタイミングと同一であり、
　第２のサブフレームが、前記プライマリセルにおいてアップリンクサブフレームである
場合、前記第２のサブフレームにおいて前記セカンダリセルで受信したダウンリンク物理
チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信するタイミングは、前記プライマリセ
ルにおける、前記第２のサブフレームに最も近いダウンリンクサブフレーム又はスペシャ
ルサブフレームで受信したダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバック
を送信する、ＴＤＤのためのタイミングと同一である、
方法。
【請求項８】
　前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信する前記プラ
イマリセルのアップリンクサブフレーム１つあたりに対する、前記セカンダリセルのダウ
ンリンク物理チャネルを受信するダウンリンクサブフレームの数は、
　ｃｅｉｌ（前記セカンダリセルのダウンリンク物理チャネルを受信するダウンリンクサ
ブフレームの数を、前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを
送信する前記プライマリセルのアップリンクサブフレームの数で割った数）、又は
　ｆｌｏｏｒ（前記セカンダリセルのダウンリンク物理チャネルを受信するダウンリンク
サブフレームの数を、前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバック
を送信する前記プライマリセルのアップリンクサブフレームの数で割った数）のいずれか
である、
ことを特徴とした請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記プライマリセルがＦＤＤとして設定される場合、
　前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するタイミン
グは、ＦＤＤのためのタイミングと同一である、
ことを特徴とした請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記セカンダリセルのスケジューリングのために、前記ＵＥが他セルの制御チャネルを
参照するよう構成されている場合、且つ、前記プライマリセルがＴＤＤとして設定される
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場合、前記ダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するタイ
ミングはＴＤＤのためのタイミングと同一である、
ことを特徴とした請求項７乃至９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ  Ｕｐｌｉｎｋ  Ｃｏｎｔｒｏｌ  ＣＨａｎｎｅｌ）は
、前記プライマリセルのみで送信される、
ことを特徴とした請求項７乃至１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記ダウンリンク物理チャネルをサブフレームｎ－ｋで受信し、前記ＨＡＲＱフィード
バックをサブフレームｎで送信し、
　前記プライマリセルがＴＤＤ  Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ  ３に設定されている場合
、ｎ＝２のとき、ｋ＝１１，１０，９，８，７，６であり、
　ｎ＝３のとき、ｋ＝６，５であり、
　ｎ＝４のとき、ｋ＝５，４である、
ことを特徴とした請求項７乃至１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）とＴＤＤ（Ｔｉｍ
ｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）のＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎ）をサポートする基地局であって、
　セカンダリセルを介して、ダウンリンク物理チャネルを送信する送信機と、 
前記セカンダリセルのダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａ
ｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ Ｒｅｑｕｅｓｔ）フィードバックをＵＥ（Ｕｓｅｒ  Ｅ
ｑｕｉｐｍｅｎｔ）から受信する受信機と、を備え、
　前記セカンダリセルのスケジューリングのために、前記ＵＥが他セルの制御チャネルを
参照するよう構成されていない場合、且つ、プライマリセルがＴＤＤとして設定され且つ
前記セカンダリセルがＦＤＤとして設定される場合、
　第１のサブフレームが、前記プライマリセルにおいてダウンリンクサブフレーム又はス
ペシャルサブフレームである場合、前記第１のサブフレームにおいて前記セカンダリセル
で送信したダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するタイ
ミングは、ＴＤＤのための第１のタイミングと同一であり、
　第２のサブフレームが、前記プライマリセルにおいてアップリンクサブフレームである
場合、前記第２のサブフレームにおいて前記セカンダリセルで送信したダウンリンク物理
チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するタイミングは、前記プライマリセ
ルにおける、前記第２のサブフレームに最も近いダウンリンクサブフレーム又はスペシャ
ルサブフレームで送信したダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバック
を受信する、ＴＤＤのためのタイミングと同一である、
基地局。
【請求項１４】
　ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）とＴＤＤ（Ｔｉｍ
ｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）のＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎ）をサポートするＵＥ（Ｕｓｅｒ  Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）であって、
セカンダリセルを介して、ダウンリンク物理チャネルを受信する受信機と、
前記セカンダリセルのダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａ
ｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ Ｒｅｑｕｅｓｔ）フィードバックを送信する送信機と、
を備え、
　前記セカンダリセルのスケジューリングのために、前記ＵＥが他セルの制御チャネルを
参照するよう構成されていない場合、且つ、プライマリセルがＴＤＤとして設定され且つ
前記セカンダリセルがＦＤＤとして設定される場合、
　第１のサブフレームが、前記プライマリセルにおいてダウンリンクサブフレーム又はス
ペシャルサブフレームである場合、前記第１のサブフレームにおいて前記セカンダリセル
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で受信したダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信するタイ
ミングは、ＴＤＤのためのタイミングと同一であり、
　第２のサブフレームが、前記プライマリセルにおいてアップリンクサブフレームの場合
、前記第２のサブフレームにおいて前記セカンダリセルで受信したダウンリンク物理チャ
ネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信するタイミングは、前記プライマリセルに
おける、前記第２のサブフレームに最も近いダウンリンクサブフレーム又はスペシャルサ
ブフレームで受信したダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送
信する、ＴＤＤのためのタイミングと同一である、
ＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、大略、無線通信システムに関し、特にＣＡ(Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする通信システムにおいてＨＡＲＱ(Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕ
ｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ Ｒｅｑｕｅｓｔ)タイミングを決定する方法、装置、基地
局、ＵＥ(ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ)及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本章では、発明の理解を深め得る態様を紹介する。従って、本章の記述は、この観点か
ら読み取られるべきであり、且つ従来技術であるもの又は従来技術で無いものについての
認定として理解されるべきでは無い。
【０００３】
　３ＧＰＰ(Ｔｈｉｒｄ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ｐｒｏｊｅｃｔ
)、３ＧＰＰ２により定義されるＬＴＥ(Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ)及びＬ
ＴＥ－Ａ(ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ)の規格並びに／又はプロトコルは、次世代セルラ通
信規格の一つである。多重化方式によれば、ＬＴＥシステム及びＬＴＥ－Ａシステムは、
ＦＤＤ(Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｄｕｐｌｅｘ)及びＴＤＤ(Ｔｉｍｅ Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ Ｄｕｐｌｅｘ)の２つのモードを含む。サービスプロバイダは、その展開シ
ナリオの状況によっては両タイプのシステムを実施すると予測される。ＴＤＤシステムを
展開することの利点としては、異なるＵＬ－ＤＬ(ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ)設定
を介して、(例えば、トラヒック特性に基づく)フレキシブルなリソース活用を提供するこ
とが挙げられる。
【０００４】
　ＬＴＥ－Ａ要件を満たすためには、３ＧＰＰ Ｒｅｌｅａｓｅ ８／９で規定される２０
ＭＨｚの帯域幅よりも広い伝送帯域幅をサポートすることが要求される。その推奨される
解決策は、ＣＡ(Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ：キャリアアグリゲーション)
である。ＣＡにおいては、１００ＭＨｚ迄の広い伝送帯域幅をサポートするために、２以
上のＣＣ(Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｃａｒｒｉｅｒｓ)が一体化される。ＵＥ(ｕｓｅｒ ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ)は、その能力に応じて、１又は複数のＣＣ上で同時受信又は送信を行い
得る。ｉｎｔｅｒ－ｂａｎｄ ＣＡとの併用により、ＦＤＤ帯域及びＴＤＤ帯域のキャリ
アアグリゲーションを用いて更なるフレキシビリティを達成可能である。
【０００５】
　ＬＴＥ Ｒｅｌｅａｓｅ １０においては、ＦＤＤのキャリアアグリゲーション、及び同
一のＵＬ－ＤＬ設定を伴うＴＤＤのキャリアアグリゲーションがサポートされて、より高
いデータレート及びより高いスペクトル効率を得る。ＬＴＥ Ｒｅｌｅａｓｅ １１におい
ては、異なる帯域上での異なるＵＬ－ＤＬ設定を伴うＴＤＤのキャリアアグリゲーション
もサポートされて、データレート及びスペクトル効率を更に向上させる。３ＧＰＰ ＴＳ
Ｇ ＲＡＮ ｍｅｅｔｉｎｇ ＃５８、“Ｆｕｒｔｈｅｒ ＬＴＥ Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒ
ｅｇａｔｉｏｎ Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｓ”では、ＦＤＤ及びＴＤＤのキャリアアグリ
ゲーションがワークアイテムとして提案されている。ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡにおいては



(6) JP 2019-126071 A 2019.7.25

10

20

30

40

50

、ＴＤＤ又はＦＤＤのいずれか一方をＰｃｅｌｌ(ｐｒｉｍａｒｙ ｃｅｌｌ：プライマリ
セル)として設定可能である。
【０００６】
　Ｐｃｅｌｌは、プライマリ周波数上で運用するセルである。このＰｃｅｌｌにおいては
、ＵＥが初期コネクション確立手順を行う又はコネクション再確立手順を開始するか、或
いはセルがハンドオーバ手順でプライマリセルとして指示される。Ｓｃｅｌｌ(Ｓｅｃｏ
ｎｄａｒｙ ｃｅｌｌ：セカンダリセル)は、セカンダリ周波数上で運用するセルであり、
ＲＲＣコネクションが確立された時点で設定されても良いし、追加的な無線リソースを提
供するために使用されても良い。ＣＡを伴い設定されたＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤに在
るＵＥにとって、“サービングセル(ｓｅｒｖｉｎｇ ｃｅｌｌｓ)”との文言は、プライ
マリセル及び全てのセカンダリセルから成る１以上のセルのセットを意味するものとして
使用される。
【０００７】
　初期伝送にて発生するデコード失敗に備えるため、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＨＡＲＱ(
Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ Ｒｅｑｕｅｓｔ)を採用して、デコード
に失敗したデータを物理レイヤ上で再送する。
【０００８】
　ＨＡＲＱとは、デコードが失敗した場合に、受信機が送信機へＮＡＣＫ(Ｎｅｇａｔｉ
ｖｅ ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)を送信し、以て送信機がデコードに失敗したデー
タを再送するようにする技術である。データが成功裏にデコードされると、受信機は、送
信機へＡＣＫ(ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)を送信し、以て送信機が新たなデータを
送信するようにする。
【０００９】
　通常、物理ダウンリンクチャネル、例えばＰＤＳＣＨ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ Ｓｈａｒｅｄ ＣＨａｎｎｅｌ)に対応するＨＡＲＱフィードバックは、予め定義し
たタイミングに応じて、ＰＵＣＣＨ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｕｐｌｉｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃ
ｈａｎｎｅｌ)又はＰＵＳＣＨ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｕｐｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａｎ
ｎｅｌ)等の物理アップリンクチャネル上で送信される。また、物理アップリンクチャネ
ル、例えばＰＵＳＣＨ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｕｐｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅｄ ＣＨａｎｎｅｌ)
に対応するＨＡＲＱフィードバックは、予め定義したタイミングに応じて、ＰＨＩＣＨ(
Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｈｙｂｒｉｄ ＡＲＱ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ ＣＨａｎｎｅｌ)等の物理
ダウンリンクチャネル上で送信される。
【００１０】
　欧州特許出願ＥＰ２５３０８６３Ａ２においては、物理チャネルの送／受信タイミング
及びリソース再割当を定義する方法が、ＣＡをサポートするＴＤＤシステムにおける使用
のために提案されている。
【００１１】
　しかしながら、従来技術において、ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡをサポートする通信システ
ムのためにＨＡＲＱフィードバックタイミングを定義するソリューションは何ら存在しな
い。
【発明の概要】
【００１２】
　上記課題の１以上により好ましく対処するため、発明の第１の態様においては、基地局
にて、プライマリセル及び少なくとも一つのセカンダリセルのＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ Ａ
ｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）をサポートする通信システムにおけるＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉ
ｐｍｅｎｔ）から、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）フィードバックを受信する方法が提供される。前記プライマリセル及びセカン
ダリセルは、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）又はＴ
ＤＤ（Ｔｉｍｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）のいずれか一方をサポートする。
この方法は、前記プライマリセル及びセカンダリセルの一つを介して、ダウンリンク物理
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チャネルを送信し、前記プライマリセルに対し予め定めた第１のタイミングで、前記プラ
イマリセルのダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信し、第
２のタイミングで、前記セカンダリセルのダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱ
フィードバックを受信する、ことを含む。前記第２のタイミングは、前記プライマリセル
及びセカンダリセルのデュプレックスモード、前記セカンダリセルのスケジューリングモ
ード、並びに予め定めたルールの１以上に応じて決定される。
【００１３】
　幾つかの実施形態において、前記デュプレックスモードは、ＴＤＤ及びＦＤＤから選択
され、前記スケジューリングモードは、セルフスケジューリング及びクロスキャリアスケ
ジューリングから選択され、前記予め定めたルールは、前記ＨＡＲＱフィードバックを、
前記プライマリセルのコンポーネントキャリア上でのみ送信することである。
【００１４】
　幾つかの実施形態において、前記プライマリセルがＦＤＤとして設定される場合、前記
セカンダリセルのセルフスケジューリング及びクロスキャリアスケジューリングの両者の
ために、前記第２のタイミングは、前記第１のタイミングと同一である。
【００１５】
　幾つかの実施形態において、前記プライマリセルがＴＤＤとして設定される場合、前記
セカンダリセルのクロスキャリアスケジューリングのために、前記第２のタイミングは、
前記第１のタイミングと同一である。
【００１６】
　幾つかの実施形態において、前記プライマリセルがＴＤＤとして設定され且つ前記セカ
ンダリセルがＦＤＤとして設定される場合、前記セカンダリセルのセルフスケジューリン
グのために、前記第２のタイミングは、前記第１のタイミングと同一である、前記プライ
マリセルのＴＤＤ設定より多くの利用可能なダウンリンクサブフレームを有するＴＤＤ設
定用の第３のタイミングと同一である、及び前記セカンダリセルに固有の第４のタイミン
グ、のいずれか一つに応じて決定される。
【００１７】
　更なる実施形態において、前記第４のタイミングは、前記プライマリセルにおけるダウ
ンリンクサブフレームでもある第１のダウンリンクサブフレームのために、前記第１のダ
ウンリンクサブフレームのタイミングが前記第１のタイミングと同一であり、前記プライ
マリセルにおけるアップリンクサブフレームである第２のダウンリンクサブフレームのた
めに、前記第２のダウンリンクサブフレームのタイミングが、前記第２のダウンリンクサ
ブフレームに最も近い前記プライマリセルのダウンリンクフレームのタイミングと、処理
遅延との最大値と同一である、ように決定される。オプションとして、前記第４のタイミ
ングは、前記プライマリセルのアップリンクサブフレームの数に応じて更に調整されて、
前記プライマリセルの前記アップリンクサブフレーム間で前記ＨＡＲＱフィードバックの
バランスを取りつつ、ＨＡＲＱフィードバック遅延を最小化する。
【００１８】
　発明の第２の態様においては、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）にて、プライマ
リセル及び少なくとも一つのセカンダリセルのＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒｅｇａｔ
ｉｏｎ）をサポートする通信システムにおける基地局へ、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕ
ｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ Ｒｅｑｕｅｓｔ）フィードバックを送信する方法が提供さ
れる。前記プライマリセル及びセカンダリセルは、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）又はＴＤＤ（Ｔｉｍｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌ
ｅｘ）のいずれか一方をサポートする。この方法は、前記プライマリセル及びセカンダリ
セルの一つを介して、ダウンリンク物理チャネルを受信し、前記プライマリセルに対し予
め定めた第１のタイミングで、前記プライマリセルのダウンリンク物理チャネルに対応す
るＨＡＲＱフィードバックを送信し、第２のタイミングで、前記セカンダリセルのダウン
リンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信する、ことを含む。前記第
２のタイミングは、前記プライマリセル及びセカンダリセルのデュプレックスモード、前
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記セカンダリセルのスケジューリングモード、並びに予め定めたルールの１以上に応じて
決定される。
【００１９】
　発明の第３の態様においては、基地局にて、プライマリセル及び少なくとも一つのセカ
ンダリセルのＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）をサポートする通信シス
テムにおけるＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）へ、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔ
ｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ Ｒｅｑｕｅｓｔ）フィードバックを送信する方法が提供され
る。前記プライマリセル及びセカンダリセルは、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）又はＴＤＤ（Ｔｉｍｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅ
ｘ）のいずれか一方をサポートする。この方法は、前記プライマリセル及びセカンダリセ
ルの一つを介して、アップリンク物理チャネルを受信し、前記プライマリセルに対し予め
定めた第１のタイミングで、前記プライマリセルのアップリンク物理チャネルに対応する
ＨＡＲＱフィードバックを送信し、第２のタイミングで、前記セカンダリセルのアップリ
ンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信する、ことを含む。前記第２
のタイミングは、前記プライマリセル及びセカンダリセルのデュプレックスモード、前記
セカンダリセルのスケジューリングモード、並びに予め定めたルールの１以上に応じて決
定される。
【００２０】
　幾つかの実施形態において、前記デュプレックスモードは、ＴＤＤ及びＦＤＤから選択
され、前記スケジューリングモードは、セルフスケジューリング及びクロスキャリアスケ
ジューリングから選択され、前記予め定めたルールは、前記ＨＡＲＱフィードバックを、
アップリンクグラントを搬送するコンポーネントキャリア上でのみ送信することである。
【００２１】
　幾つかの実施形態において、セルフスケジューリングのために、前記第２のタイミング
は、前記セカンダリセルに対し予め定めたタイミングと同一である。
【００２２】
　幾つかの実施形態において、クロスキャリアスケジューリングのために、前記第２のタ
イミングは、スケジューリングセル及びスケジュールされたセルのデュプレックスモード
に応じて更に決定される。
【００２３】
　更なる実施形態において、前記セカンダリセルがスケジューリングセルである場合、前
記第２のタイミングは、前記セカンダリセルに対し予め定めたタイミングと同一である。
【００２４】
　更なる実施形態において、前記セカンダリセルがＴＤＤとして設定され且つＦＤＤコン
ポーネントキャリアセルによってスケジュールされている場合、前記第２のタイミングは
、前記セカンダリセルに対し予め定めたタイミングと同一である。
【００２５】
　また、前記セカンダリセルがＦＤＤとして設定され且つＴＤＤコンポーネントキャリア
セルによってスケジュールされている場合、前記第２のタイミングは、前記スケジューリ
ングセルのタイミングと同一である、及び可能な限り前記セカンダリセルのアップリンク
サブフレームを利用出来るＴＤＤ設定用の第３のタイミングと同一である、のいずれか一
つに応じて決定される。
【００２６】
　発明の第４の態様においては、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）にて、プライマ
リセル及び少なくとも一つのセカンダリセルのＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒｅｇａｔ
ｉｏｎ）をサポートする通信システムにおける基地局から、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａ
ｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ Ｒｅｑｕｅｓｔ）フィードバックを受信する方法が提供
される。前記プライマリセル及びセカンダリセルは、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐｌｅｘ）又はＴＤＤ（Ｔｉｍｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｕｐ
ｌｅｘ）のいずれか一方をサポートする。この方法は、前記プライマリセル及びセカンダ
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リセルの一つを介して、アップリンク物理チャネルを送信し、前記プライマリセルに対し
予め定めた第１のタイミングで、前記プライマリセルのアップリンク物理チャネルに対応
するＨＡＲＱフィードバックを受信し、第２のタイミングで、前記セカンダリセルのアッ
プリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信する、ことを含む。前記
第２のタイミングは、前記プライマリセル及びセカンダリセルのデュプレックスモード、
前記セカンダリセルのスケジューリングモード、並びに予め定めたルールの１以上に応じ
て決定される。
【００２７】
　発明の第５の態様においては、発明の第１の態様の方法の各種実施形態を実施するため
の装置が提供される。この装置は、前記プライマリセル及びセカンダリセルの一つを介し
て、ダウンリンク物理チャネルを送信する送信機、を備える。また、この装置は、前記プ
ライマリセルに対し予め定めた第１のタイミングで、前記プライマリセルのダウンリンク
物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信し、第２のタイミングで、前記セ
カンダリセルのダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信する
受信機、を備える。前記第２のタイミングは、前記プライマリセル及びセカンダリセルの
デュプレックスモード、前記セカンダリセルのスケジューリングモード、並びに予め定め
たルールの１以上に応じて決定される。
【００２８】
　発明の第６の態様においては、発明の第２の態様の方法の各種実施形態を実施するため
の装置が提供される。この装置は、前記プライマリセル及びセカンダリセルの一つを介し
て、ダウンリンク物理チャネルを受信する受信機、を備える。また、この装置は、前記プ
ライマリセルに対し予め定めた第１のタイミングで、前記プライマリセルのダウンリンク
物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信し、第２のタイミングで、前記セ
カンダリセルのダウンリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信する
送信機、を備える。前記第２のタイミングは、前記プライマリセル及びセカンダリセルの
デュプレックスモード、前記セカンダリセルのスケジューリングモード、並びに予め定め
たルールの１以上に応じて決定される。
【００２９】
　発明の第７の態様においては、発明の第３の態様の方法の各種実施形態を実施するため
の装置が提供される。この装置は、前記プライマリセル及びセカンダリセルの一つを介し
て、アップリンク物理チャネルを受信する受信機、を備える。また、この装置は、前記プ
ライマリセルに対し予め定めた第１のタイミングで、前記プライマリセルのアップリンク
物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信し、第２のタイミングで、前記セ
カンダリセルのアップリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを送信する
送信機、を備える。前記第２のタイミングは、前記プライマリセル及びセカンダリセルの
デュプレックスモード、前記セカンダリセルのスケジューリングモード、並びに予め定め
たルールの１以上に応じて決定される。
【００３０】
　発明の第８の態様においては、発明の第４の態様の方法の各種実施形態を実施するため
の装置が提供される。この装置は、前記プライマリセル及びセカンダリセルの一つを介し
て、アップリンク物理チャネルを送信する送信機、を備える。また、この装置は、前記プ
ライマリセルに対し予め定めた第１のタイミングで、前記プライマリセルのアップリンク
物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信し、第２のタイミングで、前記セ
カンダリセルのアップリンク物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信する
受信機、を備える。前記第２のタイミングは、前記プライマリセル及びセカンダリセルの
デュプレックスモード、前記セカンダリセルのスケジューリングモード、並びに予め定め
たルールの１以上に応じて決定される。
【００３１】
　発明の第９の態様においては、少なくとも一つのプロセッサと、コンピュータプログラ
ムコードを含む少なくとも一つのメモリとを備えた装置が提供される。前記メモリ及びコ
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ンピュータプログラムコードは、前記装置に、発明の第１、第２、第３又は第４の態様の
方法の実施形態を実行させる。
【００３２】
　発明の第１０の態様においては、コンピュータ可読プログラムコード部が記憶された少
なくとも一つのコンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピュータプログラムプロダクトが
提供される。前記コンピュータ可読プログラムコード部は、発明の第１、第２、第３又は
第４の態様の方法の実施形態を実行するためのプログラムコード指示を備える。
【００３３】
　本明細書で説明される技術の特定の実施形態によれば、ＨＡＲＱフィードバックタイミ
ングが、ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡをサポートする通信システムのために定義される。幾つ
かの実施形態においては、高いピークレートを維持可能でありつつ、フィードバック遅延
を最小化する。
【００３４】
　本発明の実施形態の他の特徴及び利点も、特定の実施形態の以下の説明から、例として
本発明の実施形態の原理を示す図面と併せて読み取った場合に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
　発明の各種実施形態の上記並びに他の態様、特徴及び利点は、例としての以下の詳細な
説明及び図面からより十分に明らかとなるであろう。
【００３６】
【図１】ＬＴＥシステムにおいて定義されるＦＤＤフレーム構造及びＴＤＤフレーム構造
を示した図である。
【００３７】
【図２】ＴＤＤシステムにおけるアップリンク／ダウンリンクサブフレーム割当の一の例
示的なセットを示した図である。
【００３８】
【図３】ＬＴＥ仕様において定義されるＴＤＤ用のＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱタイミングを示
した図である。
【００３９】
【図４】ＬＴＥ仕様において定義されるＴＤＤ用のＰＵＳＣＨ ＨＡＲＱタイミングを示
した図である。
【００４０】
【図５】ＬＴＥ仕様において定義されるＴＤＤ用のＰＵＳＣＨスケジューリングタイミン
グを示した図である。
【００４１】
【図６Ａ】ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡのシナリオを示した図である。
【図６Ｂ】ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡのシナリオを示した図である。
【００４２】
【図７】本発明の実施形態に係る、ＰｃｅｌｌがＦＤＤとして設定される場合に用いる物
理チャネル同士間のタイミング関係を示した図である。
【００４３】
【図８】本発明の実施形態に係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され且つＳｃｅｌｌが
クロスキャリアスケジュールされる場合に用いる物理チャネル同士間のタイミング関係を
示した図である。
【００４４】
【図９】本発明の実施形態に係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され且つＳｃｅｌｌ(
ＦＤＤ－ＣＣ)がセルフスケジュールされる場合に用いる物理チャネル同士間の第１のタ
イミング関係例を示した図である。
【００４５】
【図１０】本発明の実施形態に係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され且つＳｃｅｌｌ
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(ＦＤＤ－ＣＣ)がセルフスケジュールされる場合に用いる物理チャネル同士間の第２のタ
イミング関係例を示した図である。
【００４６】
【図１１】第２のソリューションに係る、利用可能なダウンリンクサブフレームの数のた
めのテーブルを示した図である。
【００４７】
【図１２】本発明の実施形態の第３のソリューションに係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして
設定され且つＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)がセルフスケジュールされる場合におけるＳｃｅｌｌ(
ＦＤＤ)用の例示的な設計プロセスを示した図である。
【００４８】
【図１３】本発明の実施形態の第３のソリューションに係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして
設定され且つＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)がセルフスケジュールされる場合におけるＳｃｅｌｌ(
ＦＤＤ)用の他の例示的な設計プロセスを示した図である。
【００４９】
【図１４】本発明の第３のソリューションに係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され且
つＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)がセルフスケジュールされる場合におけるＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)用の
ＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱタイミングを示した図である。
【００５０】
【図１５】本発明の実施形態に係る、サービングセルがセルフスケジュールされる場合に
用いる物理チャネル同士間のタイミング関係を示した図である。
【００５１】
【図１６】本発明の実施形態のソリューションＢに係る、利用可能なアップリンクサブフ
レームの数のためのテーブルを示した図である。
【００５２】
【図１７】本発明の実施形態の実施に用いるのに適したエンティティの簡略化されたブロ
ック図である。
【００５３】
　各種図面における同様の参照番号及び記号は、同様の構成要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下、本発明の原理及び精神を、実施形態を参照して説明する。当然のことながら、こ
れら全ての実施形態は、当業者が本発明をより良く理解し且つ更には実施するためにのみ
与えられるものであって、本発明の範囲を制限するものでは無い。例えば、一の実施形態
の一部として例示又は説明される特徴は、他の実施形態と共に用いられて、更なる実施形
態を生じさせても良い。明確性の都合上、本明細書では実際の実施に係る全ての特徴につ
いては説明されない。勿論、実際の実施形態といった段階では、多くの実装特有の決定が
、システム及びビジネスに関連した制約の順守等、一の実装から他の実装へ変更され得る
開発者の具体的な目標を達成するために成されるべきことは明らかである。また、このよ
うな開発努力は、複雑且つ時間を要するものであるが、それでもやはり本開示の恩恵を受
ける当業者にとっては日常業務に当ることが明らかである。
【００５５】
　これより、開示される主題を、添付図面を参照して説明する。図面においては、種々の
構造、システム及び装置を、説明のみを目的として且つ当業者にとって公知な細部の説明
を曖昧とせずに概略的に示す。但し、添付図面には、開示される主題の実例を説明するた
めのものが含まれる。ここで用いる文言及び表現は、それらの当業者による理解と一致す
る意味を有するものとして理解及び解釈されるべきである。特段の定義の無い文言又は表
現、すなわち当業者により理解される通常且つ慣習的な意味とは異なる定義は、ここでの
一貫した文言又は表現の使用によって定義されることを意図している。文言又は表現が特
別な意味、すなわち当業者により理解されるもの以外の意味を有することを意図する限り
、このような特別な定義を、文言又は表現に対し特別な定義を直接的且つ明白に与える定
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義方式で明細書において明確に説明する。
【００５６】
　以降の説明において、ＢＳ(ｂａｓｅ ｓｔａｔｉｏｎ：基地局)は、リソースを端末へ
割り当てるエンティティであり、ｅＮＢ(ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｎｏｄｅ Ｂ)、Ｎｏｄｅ Ｂ
、ＢＳ、無線アクセスユニット、基地局コントローラ及びネットワーク上のノードのいず
れかであり得る。端末は、ＵＥ(ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ)、ＭＳ(ｍｏｂｉｌｅ ｓ
ｔａｔｉｏｎ)、セルラフォン、スマートフォン、コンピュータ又は通信機能を備えたマ
ルチメディアシステムであり得る。
【００５７】
　図１は、ＬＴＥシステムにおいて定義されるＦＤＤフレーム構造及びＴＤＤフレーム構
造を示している。図１に示すように、一の無線フレームは、１０ｍｓの全体長を有してい
る。
【００５８】
　ＦＤＤフレーム構造において、フレームは、合計で１０個のサブフレームへ分割され、
各サブフレームは、１ｍｓの長さを有する。ＵＬ(ｕｐｌｉｎｋ)サブフレーム及びＤＬ(
ｄｏｗｎｌｉｎｋ)サブフレームは、異なる周波数ｆＵＬ及びｆＤＬ上で伝送される。
【００５９】
　ＴＤＤフレーム構造において、１０ｍｓのフレームは、その各々が５ｍｓ長である２つ
のハーフフレームを含む。各ハーフフレームは、その各々が１ｍｓ長である５つのサブフ
レームに更に分割される。サブフレームは、ＵＬ伝送サブフレーム、ＤＬ伝送サブフレー
ム及びスペシャルフレームに分類される。スペシャルサブフレームは、ＤｗＰＴＳ(Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ Ｐｉｌｏｔ Ｔｉｍｅ Ｓｌｏｔ)、ＧＰ(Ｇｕａｒｄ Ｐｅｒｉｏｄ)及びＵ
ｐＰＴＳ(Ｕｐｌｉｎｋ Ｐｉｌｏｔ Ｔｉｍｅ Ｓｌｏｔ)の３つのフィールドから成る。
【００６０】
　図２は、ＴＤＤシステムにおけるアップリンク／ダウンリンクサブフレーム割当の一の
例示的なセットを示している。図２に示すように、合計で７つのアップ／ダウンリンク設
定がセットされ、これらは５ｍｓ又は１０ｍｓのスイッチポイント周期性を使用する。こ
れらの設定において、ダウンリンク対アップリンクリソースの異なる比が異なるロード条
件に利用可能である。図２に示すサブフレームにおいて、Ｄは、ダウンリンク伝送用のサ
ブフレームであり、Ｓは、ガードタイムに用いる“スペシャル”サブフレームであり、Ｕ
は、アップリンク伝送用のサブフレームである。サブフレーム番号１～９は、一の無線フ
レームを構成するサブフレームのインデックスを示している。当業者によれば、図２に示
す割当が例示的なものであることを意図し、所定の代替セットを用いても良いことが明ら
かである。
【００６１】
　ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃３の場合、ｅＮＢ(ｅｖｏｌｖｅｄ Ｎｏｄｅ Ｂ)又はＢＳ(ｂ
ａｓｅ ｓｔａｔｉｏｎ)は、サブフレーム＃０、＃５、＃６、＃７、＃８及び＃９にて、
ダウンリンクデータ及び／又は制御情報を送信可能であり、サブフレーム＃２、＃３及び
＃４にて、アップリンクデータ及び／又は制御情報を受信可能である。スペシャルサブフ
レームとしてのサブフレーム＃１は、ダウンリンク制御情報及び／又はダウンリンクデー
タを択一的に、並びにＳＲＳ(Ｓｏｕｎｄｉｎｇ Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎａｌ)又は
アップリンクにおけるＲＡＣＨ(Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｈａｎｎｅｌ)を伝送する
のに用いることが可能である。
【００６２】
　ＦＤＤ－ＬＴＥとＴＤＤ－ＬＴＥの間での異なるＵＬ－ＤＬ設定に因り、ＬＴＥ現行仕
様で定義される、ＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱタイミング及びＰＵＳＣＨに対応するＨ
ＡＲＱタイミングは、ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡのシナリオにおいては機能しない虞がある
。加えて、現行のＬＴＥ仕様においては、ＰＵＣＣＨが、Ｐｃｅｌｌ上でのみ伝送され得
て、ＰＣＩＣＨが、アップリンクグラント(ｕｐｌｉｎｋ ｇｒａｎｔ)を搬送するコンポ
ーネントキャリア上でのみ伝送され得る。
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【００６３】
　現行のＬＴＥ仕様においては、ＦＤＤシステム及び単一のサービングセルに対して、Ｐ
ＤＳＣＨと、ＰＤＳＣＨに対応するアップリンクＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送する
ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨとの間のタイミング関係は、サブフレーム＃ｎにて送信される
ＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫが、サブフレーム＃ｎ－４にて受信されるＰＤＳＣＨに関連
付けられると定義されている。
【００６４】
　ＴＤＤシステム及び単一のサービングセルに対しては、ＰＤＳＣＨとＰＵＣＣＨ又はＰ
ＵＳＣＨとの間のタイミング関係が、ＦＤＤシステム用のものよりも複雑である。
【００６５】
　図３は、ＬＴＥ仕様で定義されるＴＤＤ用のＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱタイミングを示して
いる。
【００６６】
　ＵＥは、ｅＮＢにより送信されたＰＤＳＣＨを(ｎ－ｋ)番目のサブフレームにて受信し
、受信したＰＤＳＣＨに対応するアップリンクＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫをｎ番目のサ
ブフレームにて送信する。換言すると、サブフレーム＃ｎにおいて送信されるＨＡＲＱ 
ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、サブフレーム＃ｎ－ｋにおいて受信されるＰＤＳＣＨに関連付けら
れている。ここで、ｋはセットＫの要素を意味し、Ｋは図３に示す如く定義される。
【００６７】
　現行のＬＴＥ仕様においては、ＦＤＤシステム及び単一のサービングセルに対して、Ｐ
ＵＳＣＨと、ＰＵＳＣＨに対応するダウンリンクＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送する
ＰＨＩＣＨとの間のタイミング関係は、サブフレーム＃ｎにて送信されるＨＡＲＱ ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫが、サブフレーム＃ｎ－４にて受信されるＰＵＳＣＨに関連付けられると定
義されている。
【００６８】
　ＴＤＤシステム及び単一のサービングセルに対しては、ＰＵＳＣＨとＰＨＩＣＨとの間
のタイミング関係が、ＦＤＤシステム用のものよりも複雑である。
【００６９】
　図４は、ＬＴＥ仕様で定義されるＴＤＤ用のＰＵＳＣＨ ＨＡＲＱタイミングを示して
いる。
【００７０】
　ｅＮＢは、ＵＥにより送信されたＰＵＳＣＨを(ｎ－ｋＰＨＩＣＨ)番目のサブフレーム
にて受信し、受信したＰＵＳＣＨに対応するダウンリンクＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫを
ｎ番目のサブフレームにて送信する。換言すると、サブフレーム＃ｎにおいてスケジュー
ルされるＰＵＳＣＨ送信のために、ＵＥは、サブフレーム＃(ｎ＋ｋＰＨＩＣＨ)における
対応ＰＨＩＣＨリソースを決定する必要がある。ここで、ｋＰＨＩＣＨは図３に与えられ
ている。
【００７１】
　大略、コンポーネントキャリア上で送信すべきデータ用のスケジューリング情報は、Ｄ
ＣＩ(Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)においてＵＥへ送信さ
れる。ＤＣＩは、種々のフォーマットで定義される。
【００７２】
　ＰＵＳＣＨスケジューリングタイミングは、ＬＴＥ仕様において定義されている。ＦＤ
Ｄのために、ＵＥは、自ＵＥ向けのサブフレーム＃ｎにおいてＤＣＩ(ｄｏｗｎｌｉｎｋ 
ｃｏｎｔｒｏｌ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)フォーマット０／４を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤ
ＣＣＨ(Ｅｎｈａｎｃｅｄ－ＰＤＣＣＨ)を検出した際、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに応じ
て、サブフレーム＃ｎ＋４における対応ＰＵＳＣＨ送信を調整する必要がある。
【００７３】
　図５は、ＬＴＥ仕様で定義されるＴＤＤ用のＰＵＳＣＨスケジューリングタイミングを
示している。ＴＤＤのために、ＵＥは、自ＵＥ向けのサブフレーム＃ｎにおいてＤＣＩフ
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ォーマット０／４を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを検出した際、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣ
ＣＨに応じて、サブフレームｎ＋ｋにおいて対応ＰＵＳＣＨ送信を調整する必要がある。
ここで、ｋは図５に与えられている。
【００７４】
　上記の議論から、データスケジューリング用の制御チャネル、スケジュールされたデー
タチャネル及びデータチャネルに対応するＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネル等の、ア
ップリンク物理チャネルとダウンリンク物理チャネルとの間のタイミング関係は、ＴＤＤ
システムにおける異なるＵＬ－ＤＬ設定に因って定義されるべきと見受けられる。
【００７５】
　ＦＤＤ－ＬＴＥとＴＤＤ－ＬＴＥとの間の異なるＵＬ－ＤＬ設定に因り、ＦＤＤ及びＴ
ＤＤのキャリアアグリゲーションをサポートするシステムにおいても同様の問題が存在す
る。また、ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡのどのシナリオにおいても、次のルールが満たされる
べきである。すなわち、ＰＵＣＣＨは、Ｐｃｅｌｌ上でのみ伝送可能であり、ＰＵＳＣＨ
に対応するダウンリンクＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送するＰＨＩＣＨは、アップリ
ンクグラントを搬送するコンポーネントキャリア上でのみ伝送可能である。
【００７６】
　図６Ａ及び図６Ｂは、ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡのシナリオを示している。これらのシナ
リオは、Ｐｃｅｌｌのデュプレックスモードに応じて分類される。
【００７７】
　図６Ａは、ＰｃｅｌｌがＦＤＤ－ＣＣ(ＦＤＤ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃａｒｒｉｅｒ)で
設定されるシナリオ１を示している。図６Ａにおいては、ＰｃｅｌｌがＦＤＤとして設定
されるため、無線フレーム内の任意の時間に亘り、異なる周波数上でダウンリンク(ＤＬ)
伝送用のサブフレームとアップリンク(ＤＬ)伝送用のサブフレームとが存在する。また、
図６Ａは、ＴＤＤとしての一のＳｃｅｌｌも示している。例のＳｃｅｌｌは、ＴＤＤ Ｕ
Ｌ－ＤＬ設定＃２で設定されており、サブフレーム＃０、＃３、＃４、＃５、＃８及び＃
９がＤＬ伝送用のダウンリンクサブフレームであり、サブフレーム＃２及び＃７がＵＬ伝
送用のアップリンクサブフレームであり、サブフレーム＃１及び＃６がダウンリンク及び
アップリンク伝送に使用可能なスペシャルサブフレームである。当業者によれば、より多
くのＳｃｅｌｌが可能であり、これら追加的なＳｃｅｌｌをＦＤＤとして或いは異なるＵ
Ｌ－ＤＬ設定を伴うＴＤＤとして設定しても良いことは明らかである。
【００７８】
　図６Ｂは、ＰｃｅｌｌがＴＤＤ－ＣＣ(ＴＤＤ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃａｒｒｉｅｒ)で
設定されるシナリオ２を示している。図６Ｂにおいては、ＰｃｅｌｌがＴＤＤ ＵＬ－Ｄ
Ｌ設定＃２で設定される。また、図６Ｂは、無線フレーム内の任意の時間に亘ってＤＬサ
ブフレーム及びＵＬサブフレームを有する、ＦＤＤとしての一のＳｃｅｌｌも示している
。当業者によれば、より多くのＳｃｅｌｌが可能であり、これら追加的なＳｃｅｌｌをＦ
ＤＤとして或いは異なるＵＬ－ＤＬ設定を伴うＴＤＤとして設定しても良いことは明らか
である。
【００７９】
　なお、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌが、共にＦＤＤである、又は同一若しくは異なるＵＬ
－ＤＬ設定を伴って共にＴＤＤである場合のために、ＨＡＲＱタイミングが幾つかの仕様
において定義されている。本書において提案するソリューションは、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃ
ｅｌｌが異なるデュプレックスモード(ＴＤＤ／ＦＤＤ)を有する場合を意図している。よ
って、明確に指示が無ければ、議論においてＰｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌは異なるデュプレ
ックスモードを有する。
【００８０】
　当業者であれば、シナリオをスケジューリングモード等の他の要因に応じて分類しても
良いことが理解されよう。キャリアアグリゲーションをサポートするＬＴＥ－Ａシステム
において、データ送信用のＤＣＩを搬送するコンポーネントキャリアと、ＤＣＩによって
指示される如くスケジュールされたデータを搬送するコンポーネントキャリアとが互いに
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異なる場合、これはクロスキャリアスケジューリング(ｃｒｏｓｓ ｃａｒｒｉｅｒ ｓｃ
ｈｅｄｕｌｉｎｇ)と呼称される。一方、データ送信用のＤＣＩを搬送するコンポーネン
トキャリアと、ＤＣＩによって指示される如くスケジュールされたデータを搬送するコン
ポーネントキャリアとが互いに同一である場合、これはセルフスケジューリング(ｓｅｌ
ｆ ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ)と呼称される。Ｐｃｅｌｌは、いずれのＳｃｅｌｌによっても
クロスキャリアスケジュールされ得ない。Ｓｃｅｌｌは、Ｐｓｅｌｌ又は他のＳｃｅｌｌ
によってクロスキャリアスケジュールされ得る。
【００８１】
　以下では、アップリンクＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックタイミング及びダ
ウンリンクＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための提案ソリューションを、
それぞれ、上記のシナリオを参照して説明する。概して言えば、ＨＡＲＱタイミングは、
Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌのデュプレックスモード、Ｓｃｅｌｌのスケジューリングモー
ド及び幾つかの予め定義したルールといった要因の１以上に応じて決定される。スケジュ
ーリングモードは、セルフスケジューリング及びクロスキャリアスケジューリングから選
択される。アップリンクＨＡＲＱフィードバックのために、予め定義したルールは、アッ
プリンクＨＡＲＱフィードバックを搬送するＰＵＣＣＨを、Ｐｃｅｌｌのコンポーネント
キャリア上でのみ送信することである。ダウンリンクＨＡＲＱフィードバックのために、
予め定義したルールは、ダウンリンクＨＡＲＱフィードバックを搬送するＰＨＩＣＨを、
アップリンクグラントを搬送するコンポーネントキャリア上でのみ送信することである。

＜ダウンリンク伝送のためのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング＞
＜シナリオ１＞
【００８２】
　ＰｃｅｌｌがＦＤＤとして設定されるシナリオ１のために、Ｐｃｅｌｌは、自身のＰＤ
ＳＣＨ ＨＡＲＱタイミング、すなわち現行のＬＴＥ仕様においてＦＤＤに対し予め定義
されるＨＡＲＱタイミングに従うことが可能である。より具体的には、サブフレーム＃ｎ
において送信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミングが、サブフレーム＃ｎ－４に
おいて受信されるＰＤＳＣＨに関連付けられる。
【００８３】
　また、シナリオ１における一のＳｃｅｌｌも、セルフスケジューリング及びクロスキャ
リアスケジューリングの両者のためにＰｃｅｌｌのＨＡＲＱタイミングに従うことが可能
である。すなわち、サブフレーム＃ｎにおいて送信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫタ
イミングが、サブフレーム＃ｎ－４において受信されるＰＤＳＣＨに関連付けられる。
【００８４】
　図７は、本発明の実施形態に係る、ＰｃｅｌｌがＦＤＤとして設定される場合において
用いる物理チャネル同士間のタイミング関係を示している。図７の例において、Ｓｃｅｌ
ｌは、ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃１で設定される。
【００８５】
　図７を参照すると、黒太線は、Ｐｃｅｌｌ ＨＡＲＱタイミング関係、すなわち、サブ
フレーム＃ｎにおけるアップリンクＨＡＲＱフィードバックが、サブフレーム＃ｎ－４に
おいて受信されるＰＤＳＣＨに関連付けられていることを示している。図７において、細
実線は、一の実施形態に係る、ＰｃｅｌｌのＨＡＲＱタイミングを参照するＳｃｅｌｌ 
ＨＡＲＱタイミングを示している。しかしながら、ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃１で設定さ
れたＳｃｅｌｌは、サブフレーム＃０、＃１、＃４、＃５、＃６及び＃９においてのみダ
ウンリンク送信を受信可能であり、よって、対応アップリンクＨＡＲＱフィードバックは
、ＨＡＲＱフィードバックがＰＵＣＣＨ上で搬送される場合、Ｐｃｅｌｌのコンポーネン
トキャリア上、現在の無線フレームｉのＵＬサブフレーム＃４、＃５、＃８、＃９、並び
に次の無線フレームｉ＋１のＵＬサブフレーム＃１及び＃４において送信される。また、
図７は、(細点線で示される)自身のＨＡＲＱタイミングを参照するＳｃｅｌｌ ＨＡＲＱ
タイミング、すなわち、図３を参照して議論したＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃１用のＨＡＲ
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Ｑタイミングも示している。
【００８６】
　２種類のＳｃｅｌｌ用のＨＡＲＱタイミングの比較から、(細点線で示される)提案タイ
ミングは、Ｓｃｅｌｌが(細実線で示される)自身のＨＡＲＱタイミング設定に従うスキー
ムと比して、ＨＡＲＱタイミング遅延を低減可能であると見受けられる。

＜シナリオ２＞
【００８７】
　ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定されるシナリオ２のために、Ｐｃｅｌｌは、自身のＰＤ
ＳＣＨ ＨＡＲＱタイミング、すなわち図３を参照して既に議論した通り、現行のＬＴＥ
仕様においてＴＤＤに対し予め定められたＨＡＲＱタイミングに従うことが可能である。
【００８８】
　シナリオ２におけるＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ－ＣＣ)のために、ＨＡＲＱタイミングは、Ｓｃ
ｅｌｌのスケジューリングモードに更に基づいて決定可能である。
【００８９】
　ＳｃｅｌｌがＰｃｅｌｌ又は他のＳｃｅｌｌによりクロスキャリアスケジュールされる
場合、Ｓｃｅｌｌは、Ｐｃｅｌｌ(ＴＤＤ－ＣＣ)のＨＡＲＱタイミングを参照可能である
。
【００９０】
　図８は、本発明の実施形態に係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され且つＳｃｅｌｌ
がクロスキャリアスケジュールされる場合において用いる物理チャネル同士間のタイミン
グ関係を示している。図８の例において、Ｐｃｅｌｌは、ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃１で
設定される。
【００９１】
　図８を参照すると、黒太線は、Ｐｃｅｌｌ ＨＡＲＱタイミング関係、すなわち、ＴＤ
Ｄ ＵＬ－ＤＬ設定＃１用のアップリンクＨＡＲＱフィードバックタイミングを示してい
る。
【００９２】
　図８において、細実線は、一の実施形態に係る、ＰｃｅｌｌのＨＡＲＱタイミングを参
照するＳｃｅｌｌ ＨＡＲＱタイミングを示している。しかしながら、ＰｃｅｌｌがＴＤ
Ｄ ＵＬ－ＤＬ設定＃１で設定されているため、サブフレーム＃０、＃１、＃４、＃５、
＃６及び＃９のみをダウンリンク送信の受信に用いることが可能であり、よって、Ｐｃｅ
ｌｌ(ＴＤＤ－ＣＣ)のアップリンクサブフレームに対応するＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ－ＣＣ)の
サブフレームは、ダウンリンク送信に用いることが出来ない。例えば、Ｓｃｅｌｌのサブ
フレーム＃２、＃３、＃７及び＃８は、図８に破線ブロックで示される如く、ダウンリン
ク送信には利用不可能である。ＰｃｅｌｌのＨＡＲＱタイミングを参照すると、例えば、
ＢＳは、ＰＤＳＣＨを、Ｓｃｅｌｌを介しサブフレーム＃０にてＵＥへ送信する。そして
、ＴＤＤ ＤＬ－ＵＬ設定＃１用に定義されたタイミング関係によれば、ＵＥは、受信し
たＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫを、Ｐｃｅｌｌを介しサブフレーム
＃７にて送信するであろう。
【００９３】
　Ｓｃｅｌがセルフスケジュールされる場合、幾つかのソリューションがＳｃｅｌｌのＨ
ＡＲＱタイミングのために提案されている。

＜ソリューション１＞
【００９４】
　第１のソリューションは、ＳｃｅｌｌがＰｃｅｌｌのＨＡＲＱタイミングを参照するこ
とである。
【００９５】
　図９は、本発明の実施形態に係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され且つＳｃｅｌｌ
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(ＦＤＤ－ＣＣ)がセルフスケジュールされる場合において用いる物理チャネル同士間の第
１のタイミング関係例を示している。図９の例において、Ｐｃｅｌｌは、ＴＤＤ ＵＬ－
ＤＬ設定＃６で設定される。
【００９６】
　図９を参照すると、黒太線は、Ｐｃｅｌｌ ＨＡＲＱタイミング関係、すなわち、図３
を参照して議論したＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃６用のアップリンクＨＡＲＱフィードバッ
クタイミングを示している。
【００９７】
　図９において、細実線は、第１のソリューションに係る、ＰｃｅｌｌのＨＡＲＱタイミ
ングを参照するＳｃｅｌｌ ＨＡＲＱタイミングを示している。しかしながら、Ｐｃｅｌ
ｌがＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃６で設定されているため、サブフレーム＃０、＃１、＃５
、＃６及び＃９のみをダウンリンク送信の受信に用いることが可能であり、よって、Ｐｃ
ｅｌｌ(ＴＤＤ－ＣＣ)のアップリンクサブフレームに対応するＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ－ＣＣ)
のサブフレームは、ダウンリンク送信に用いることが出来ない。例えば、Ｓｃｅｌｌのサ
ブフレーム＃２、＃３、＃４、＃７及び＃８は、図９に破線ブロックで示される如く、ダ
ウンリンク送信には利用不可能である。ＰｃｅｌｌのＨＡＲＱタイミングを参照すると、
例えば、ＢＳは、ＰＤＳＣＨを、Ｓｃｅｌｌを介しサブフレーム＃０にてＵＥへ送信する
。そして、ＴＤＤ ＤＬ－ＵＬ設定＃６用に定義されたタイミング関係によれば、ＵＥは
、受信したＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫを、Ｐｃｅｌｌを介しサブ
フレーム＃７にて送信するであろう。
【００９８】
　第１のソリューションは、既存仕様へのインパクトが僅かである点に利点がある。しか
しながら、Ｓｃｅｌｌの幾つかのダウンリンクサブフレームが利用不可であるため、ピー
クレートが減少するであろう。

＜ソリューション２＞
【００９９】
　第２のソリューションは、Ｓｃｅｌｌが、より多くの利用可能なダウンリンクサブフレ
ームを有する一のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定のＨＡＲＱタイミングを参照し、そしてＰｃｅ
ｌｌのＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定を参照することである。
【０１００】
　図１０は、本発明の実施形態に係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され且つＳｃｅｌ
ｌ(ＦＤＤ－ＣＣ)がセルフスケジュールされる場合において用いる物理チャネル同士間の
第２のタイミング関係例を示している。図１０の例において、Ｐｃｅｌｌは、ＴＤＤ Ｕ
Ｌ－ＤＬ設定＃６で設定される。
【０１０１】
　図１０を参照すると、黒太線は、Ｐｃｅｌｌ ＨＡＲＱタイミング関係、すなわち、Ｔ
ＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃６用のアップリンクＨＡＲＱフィードバックタイミングを示して
いる。
【０１０２】
　図１０において、細実線は、第２のソリューションに係る、他のＴＤＤ設定(例えば、
ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃３)を参照するＳｃｅｌｌ ＨＡＲＱタイミングを示している。
図示の如く、ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃３はＰｓｅｌｌのＴＤＤ設定＃６よりも多くのダ
ウンリンクサブフレームを有しているため、Ｓｃｅｌｌのより多くのダウンリンクサブフ
レームを送信に利用可能である。例えば、ＢＳは、ＰＤＳＣＨを、Ｓｃｅｌｌを介しサブ
フレーム＃７にてＵＥへ送信する。そして、ＴＤＤ ＤＬ－ＵＬ設定＃３用に定義された
タイミング関係によれば、ＵＥは、受信したＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫを、Ｐｃｅｌｌを介し次の無線フレームｉ＋１のサブフレーム＃３にて送信するで
あろう。第２のソリューションによれば、図１０に破線ブロックで示す如く、Ｓｃｅｌｌ
の３つのサブフレーム＃２、＃３、＃４がダウンリンク送信に利用不可である。
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【０１０３】
　比較のため、図１０は、第１のソリューションに係る、Ｐｃｅｌｌ設定を参照するＳｃ
ｅｌｌ ＨＡＲＱタイミングも示している。この場合、Ｓｃｅｌｌのサブフレーム＃２、
＃３、＃４、＃７及び＃８がダウンリンク送信に利用不可である。
【０１０４】
　よって、第２のソリューションは、既存仕様へのインパクトが僅かである点に利点があ
る。また、第２のソリューションは、第１のソリューションと比してより多くの利用可能
なダウンリンクサブフレームを提供可能であり、以てピークレートがより高い。
【０１０５】
　図１１は、第２のソリューションに係る、利用可能なダウンリンクサブフレームの数の
ためのテーブルを示している。Ｓｃｅｌｌにより参照される設定は、“Ｓｃｅｌｌ ＨＡ
ＲＱタイミング参照設定”と表現され得る。
【０１０６】
　図１１のテーブルにおいて、第１行は、Ｐｃｅｌｌ用のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定であり
、第２行は、Ｓｃｅｌｌ ＨＡＲＱタイミング参照設定のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定であり、
第３行は、Ｓｃｅｌｌ(ＦＤＤ－ＣＣ)に利用可能なダウンリンクサブフレームの数である
。比較を目的として、第４行を、第１のソリューションに係るＳｃｅｌｌに利用可能なダ
ウンリンクサブフレームの数を示すために追記している。
【０１０７】
　例えば、ＰｃｅｌｌがＴＤＤ設定＃３で設定される場合、Ｓｃｅｌｌ(ＦＤＤ)は、ＴＤ
Ｄ設定＃４又は＃５のＨＡＲＱタイミングを参照可能である。これら２つの設定＃４及び
＃５に利用可能なＤＬサブフレームの数は、それぞれ８及び９であり、その各々が、Ｐｃ
ｅｌｌ設定(すなわち、ＴＤＤ設定＃３)を参照する場合において利用可能なＤＬサブフレ
ームの数(７)よりも大きい。

＜ソリューション３＞
【０１０８】
　第３のソリューションは、Ｓｃｅｌｌに固有の新たなＨＡＲＱタイミングを定義するも
のである。
【０１０９】
　Ｓｃｅｌｌ(ＦＤＤ)用のＨＡＲＱタイミングの設計は、３つのステップによって行われ
る。ステップ１において、Ｐｃｅｌｌ(ＴＤＤ)におけるＤＬサブフレームでもある第１の
ＤＬサブフレームのために、第１のＤＬサブフレームのタイミングは、Ｐｃｅｌｌ用のタ
イミングと同一である。
【０１１０】
　ステップ２において、Ｐｃｅｌｌ(ＴＤＤ)におけるＵＬサブフレームである第２のＤＬ
サブフレームのために、第２のＤＬサブフレームのタイミングは、第２のＤＬサブフレー
ムに最も近いＰｃｅｌｌのＤＬサブフレームのタイミングと、処理遅延(ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ ｄｅｌａｙ)との最大値と同一である。すなわち、タイミングは、処理遅延(例え
ば、４ｍｓ)よりは小さく無い。また、ステップ２の間、フィードバック遅延(ｆｅｅｄｂ
ａｃｋ ｄｅｌａｙ)を考慮しても良い。一見する限り、フィードバック遅延は出来るだけ
小さくすべきである。
【０１１１】
　オプション的なステップ３において、タイミングは、ＰｃｅｌｌのＵＬサブフレーム同
士間でＨＡＲＱフィードバックオーバヘッド(すなわち、ＰＵＣＣＨオーバヘッド)のバラ
ンスを取りつつ、ＨＡＲＱフィードバック遅延を最小化するため、ＰｃｅｌｌのＵＬサブ
フレームの数に応じて更に調整される。よって、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信は、
Ｐｃｅｌｌのアップリンクサブフレームにおいて、出来るだけ平等に分配される。
【０１１２】
　図１２は、本発明の第３のソリューションに係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され
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且つＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)がセルフスケジュールされる場合におけるＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)の
ための例示的な設計プロセスを示している。図１２の例において、Ｐｃｅｌｌは、ＴＤＤ
 ＵＬ－ＤＬ設定＃１で設定されており、ＨＡＲＱタイミング関係は、同図中の実線矢印
を介して示されている。Ｐｃｅｌｌの各無線フレームにおいては、４つのＵＬサブフレー
ムが存在し、よって、４つのセットＫ｛７，６｝、｛４｝、｛７，６｝及び｛４｝が存在
する。各セットＫは、ＵＬサブフレームに対応している。セットＫ及びその要素ｋは、前
述した通り、図３において定義されている。
【０１１３】
　第３のソリューションに応じてＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)のための設計を行う場合、ステップ
１において、Ｐｃｅｌｌ(ＴＤＤ設定＃１)におけるＤＬサブフレームでもあるサブフレー
ム＃０、＃１、＃４、＃５、＃６及び＃９(第１タイプのＤＬサブフレーム)のために、こ
れらＤＬサブフレームのタイミングは、Ｐｃｅｌｌ用のタイミングと同一である。よって
、４つのセット｛７，６｝、｛４｝、｛７，６｝及び｛４｝が得られる。
【０１１４】
　ステップ２において、Ｐｃｅｌｌ(ＴＤＤ)におけるＵＬサブフレームであるサブフレー
ム＃２、＃３、＃７及び＃８(第２タイプのＤＬサブフレーム)のために、これらＤＬサブ
フレームのタイミングは、第２のＤＬサブフレームに最も近いＰｃｅｌｌのＤＬサブフレ
ームのタイミングと、処理遅延(この例では、４ｍｓ)との最大値と同一である。例えば、
サブフレーム＃２のタイミングは、そのＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫが無線フレームｉの
サブフレーム＃７において送信されるだろうサブフレーム＃１のタイミングと同一である
。よって、サブフレーム＃２に対応するＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫも、無線フレームｉ
のサブフレーム＃７において送信されるであろう。このため、サブフレーム＃２のための
ｋ値は５である。同様にして、他のサブフレーム＃３、＃７及び＃８のためのタイミング
を決定可能である。そして、４つのセットを、｛７，６，５｝、｛５，４｝、｛７，６，
５｝及び｛５，４｝として更新可能である。
【０１１５】
　オプションとして、設計をステップ３にて更に最適化して、ＰｃｅｌｌのＵＬサブフレ
ーム同士間でＨＡＲＱフィードバックオーバヘッドのバランスを取るようにしても良い。
各セットのサイズは、１０／Ｎに近接すべきである。ここで、Ｎは、ＰｃｅｌｌのＵＬサ
ブフレームの数である。図１２の例では、Ｎ＝４である。このため、ステップ３での調整
の後、４つのセットは、依然として｛７，６，５｝、｛５，４｝、｛７，６，５｝及び｛
５，４｝である。
【０１１６】
　最終的に、４つのセット｛７，６，５｝、｛５，４｝、｛７，６，５｝及び｛５，４｝
が、ＳｃｅｌｌのＨＡＲＱタイミングに用いられる。
【０１１７】
　図１３は、本発明の第３のソリューションに係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され
且つＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)がセルフスケジュールされる場合におけるＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)の
ための他の例示的な設計プロセスを示している。図１３の例において、Ｐｃｅｌｌは、Ｔ
ＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃３で設定されており、ＨＡＲＱタイミング関係は、同図中の実線
矢印を介して示されている。Ｐｃｅｌｌの各無線フレームにおいては、３つのＵＬサブフ
レームが存在し、よって、ＵＬサブフレーム＃２、＃３及び＃４にそれぞれ対応する、３
つのセットＫ｛１１，７，６｝、｛６，５｝及び｛５，４｝が存在する。
【０１１８】
　ステップ１において、サブフレーム＃０、＃１、＃５、＃６、＃７、＃８及び＃９(第
１タイプのＤＬサブフレーム)のために、これらＤＬサブフレームのタイミングは、Ｐｃ
ｅｌｌ用のタイミングと同一である。よって、３つのセット｛１１，７，６｝、｛６，５
｝及び｛５，４｝が得られる。
【０１１９】
　ステップ２において、サブフレーム＃２、＃３及び＃４(第２タイプのＤＬサブフレー
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ム)のために、これらＤＬサブフレームのタイミングは、第２のＤＬサブフレームに最も
近いＰｃｅｌｌのＤＬサブフレームのタイミングと、処理遅延(この例では、４ｍｓ)との
最大値と同一である。例えば、Ｓｃｅｌｌのサブフレーム＃２に対し最も近いＰｃｅｌｌ
のＤＬサブフレームは、ＤＬサブフレーム＃１である。よって、サブフレーム＃２用のタ
イミングは、そのＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫが次の無線フレームｉ＋１のサブフレーム
＃２において送信されるだろうサブフレーム＃１のタイミングと同一である。よって、サ
ブフレーム＃２に対応するＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫも、次の無線フレームｉ＋１のサ
ブフレーム＃２において送信されるであろう。このため、サブフレーム＃２のためのｋ値
は１０である。同様にして、他のサブフレーム＃３、＃７及び＃８のためのタイミングを
決定可能である。そして、３つのセットを、｛１１，１０，９，８，７，６｝、｛６，５
｝及び｛５，４｝として更新可能である。
【０１２０】
　オプションとして、設計をステップ３にて更に最適化して、ＰｃｅｌｌのＵＬサブフレ
ーム同士間でＨＡＲＱフィードバックオーバヘッドのバランスを取るようにしても良い。
この例では、ＰｃｅｌｌのＵＬサブフレームの数はＮ＝３であり、１０／Ｎの丸みは３で
ある。従って、３つのセットは、その各々のサイズが３に近接するように調整されつつ、
フィードバック遅延を最小化する。具体的には、図１３の例において、サブフレーム＃８
が３番目のセットへ移動され、サブフレーム＃５及び＃６が２番目のセットへ移動される
。調整の後、３つのセットは、｛１１，１０，９，８｝、｛８，７，６｝及び｛６，５，
４｝として更新される。
【０１２１】
　最終的に、３つのセット｛１１，１０，９，８｝、｛８，７，６｝及び｛６，５，４｝
が、ＳｃｅｌｌのＨＡＲＱタイミングに用いられる。
【０１２２】
　図１４は、本発明の第３のソリューションに係る、ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され
且つＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)がセルフスケジュールされる場合におけるＳｃｅｌｌ(ＦＤＤ)の
ためのＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱタイミングを示している。
【０１２３】
　ＵＥは、ｅＮＢにより送信されたＰＤＳＣＨを(ｎ－ｋ)番目のサブフレームにて受信し
、受信したＰＤＳＣＨに対応するアップリンクＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫをｎ番目のサ
ブフレームにて送信する。換言すると、サブフレーム＃ｎにおいて送信されるＨＡＲＱ 
ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、サブフレーム＃ｎ－ｋにおいて送信されるＰＤＳＣＨに関連付けら
れている。ここで、ｋはセットＫの要素を意味し、Ｋは図１４に示す如く定義される。
【０１２４】
　第３のソリューションによれば、新たなＨＡＲＱタイミングが定義されるため、より多
くの変更が既存仕様へ導入されるであろう。しかしながら、Ｓｃｅｌｌの全てのＦＤＤ－
ＣＣ ＤＬサブフレームを使用可能であるため、高いピークレートを達成出来る。加えて
、ＨＡＲＱフィードバック遅延を低く留めることが出来る。
【０１２５】
　以上、ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡをサポートするシステムのためのＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱ
タイミングについて議論した。ＢＳにとっては、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌの一つを介し
て、ＤＬ物理チャネル(例えば、ＰＤＳＣＨ)をＵＥへ送信可能である。そして、ＢＳは、
ＰｃｅｌｌのＤＬ物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを、Ｐｃｅｌｌに対し
予め定めた第１のタイミングで受信可能である。ＢＳは、ＳｃｅｌｌのＤＬ物理チャネル
に対応するＨＡＲＱフィードバックを、第２のタイミングで受信可能である。第２のタイ
ミングは、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌのデュプレックスモード、Ｓｃｅｌｌのスケジュー
リングモード、並びに予め定義したルールといった要因の１以上に応じて決定される。予
め定義したルールとは、(例えば、ＰＵＣＣＨにより搬送される)ＨＡＲＱフィードバック
を、Ｐｃｅｌｌのコンポーネントキャリア上でのみ送信することである。
【０１２６】
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　ＰｃｅｌｌがＦＤＤとして設定される場合、第２のタイミングは、Ｓｃｅｌｌのセルフ
スケジューリング及びクロスキャリアスケジューリングの両者のために、第１のタイミン
グと同一である。
【０１２７】
　ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定される場合、第２のタイミングは、Ｓｃｅｌｌｎｏクロ
スキャリアスケジューリングのために、第１のタイミングと同一である。
【０１２８】
　ＰｃｅｌｌがＴＤＤとして設定され且つＳｃｅｌｌがＦＤＤとして設定される場合、Ｓ
ｃｅｌｌのセルフスケジューリングのために、第２のタイミングは、第１のタイミングと
同一である、ＰｃｅｌｌのＴＤＤ設定より多くの利用可能なＤＬサブフレームを有するＴ
ＤＤ設定用の第３のタイミングと同一である、及びＳｃｅｌｌに固有の第４のタイミング
、のいずれか一つに応じて決定可能である。
【０１２９】
　第４のタイミングは、図１２～図１４を参照した第３のソリューション(ソリューショ
ン３)の説明に従って設計可能である。
【０１３０】
　ＵＥにとっては、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌの一つを介して、ＢＳからＤＬ物理チャネ
ル(例えば、ＰＤＳＣＨ)を受信可能である。そして、ＵＥは、ＰｃｅｌｌのＤＬ物理チャ
ネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを、Ｐｃｅｌｌに対し予め定めた第１のタイミン
グで送信可能である。ＵＥは、ＳｃｅｌｌのＤＬ物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィー
ドバックを、第２のタイミングで送信可能である。

＜アップリンク伝送のためのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング＞
【０１３１】
　上述した通り、ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡのシナリオは、スケジューリングモードに応じ
て分類可能である。キャリアアグリゲーションをサポートするＬＴＥ－Ａシステムにおい
ては、スケジューリングモードを、セルフスケジューリング及びクロスキャリアスケジュ
ーリングから選択可能である。Ｐｃｅｌｌは、いずれのＳｃｅｌｌによってもクロスキャ
リアスケジュールされ得ない。Ｓｃｅｌｌは、Ｐｓｅｌｌ又は他のＳｃｅｌｌによってク
ロスキャリアスケジュールされ得る。ダウンリンクＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィード
バックを搬送するＰＨＩＣＨは、アップリンクグラントを搬送するコンポーネントキャリ
ア(すなわち、ＰＤＣＣＨ)上でのみ送信可能である。このため、以降の説明においては、
アップリンク(ＰＵＳＣＨ)スケジューリングに沿ったダウンリンクＨＡＲＱタイミングを
、シナリオＡ(セルフスケジューリング)及びシナリオＢ(クロスキャリアスケジューリン
グ)を参照して説明する。

＜シナリオＡ＞
【０１３２】
　Ｐｃｅｌｌ及び少なくとも一つのＳｃｅｌｌを備えたサービングセルがセルフスケジュ
ールされるシナリオＡのために、ＦＤＤ又はＴＤＤとして設定されるサービングセルは、
それら自身のＰＵＳＣＨスケジューリング及びＨＡＲＱタイミングを参照するのみである
。
【０１３３】
　図１５は、本発明の実施形態に係る、サービングセルがセルフスケジュールされる場合
に用いる物理チャネル同士間のタイミング関係を示している。図１５の例において、Ｐｃ
ｅｌｌはＴＤＤ設定＃２で設定され、ＳｃｅｌｌはＦＤＤとして設定される。
【０１３４】
　図１５を参照すると、黒太線は、Ｐｃｅｌｌのアップリンクグラントタイミング、すな
わち、図５を参照して議論したＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定＃２用のＰＵＳＣＨスケジュール
タイミングを示している。例えば、ＵＥ向けのサブフレーム＃３においてＤＣＩフォーマ
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ット０／４を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを検出した際、ＵＥは、現在の無線フレーム
ｉのサブフレーム＃７において対応ＰＵＳＣＨ送信を調整するであろう。ＵＥ向けのサブ
フレーム＃８においてＤＣＩフォーマット０／４を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを検出
した際、ＵＥは、次の無線フレームｉ＋１内のサブフレーム＃２において対応ＰＵＳＣＨ
送信を調整するであろう。
【０１３５】
　太点線は、Ｓｃｅｌｌのアップリンクグラントタイミングを示している。例えば、ＵＥ
向けのサブフレーム＃ｎにおいてＤＣＩフォーマット０／４を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣ
ＣＨを検出した際、ＵＥは、サブフレーム＃ｎ＋４において対応ＰＵＳＣＨ送信を調整す
るであろう。
【０１３６】
　図１５において、細実線は、一の実施形態に係る、自身のＨＡＲＱタイミングを参照す
るＰｃｅｌｌのＨＡＲＱタイミングを示している。例えば、ＵＥは、Ｐｃｅｌｌを介し、
現在の無線フレームｉのＵＬサブフレーム＃７においてＰＵＳＣＨを送信する。そして、
ＵＥは、Ｐｃｅｌｌを介し、次の無線フレームｉ＋１のＤＬサブフレーム＃３において、
送信したＰＵＳＣＨに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するであろう。ＵＥが無線
フレームｉ＋１のＵＬサブフレーム＃２においてＰＵＳＣＨを送信する場合、ＵＥは、Ｐ
ｃｅｌｌを介し、無線フレームｉ＋１のＤＬサブフレーム＃８において、送信したＰＵＳ
ＣＨに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するであろう。
【０１３７】
　細点線は、一の実施形態に係る、自身のＨＡＲＱタイミングを参照するＳｃｅｌｌ(Ｆ
ＤＤ)のＨＡＲＱタイミングを示している。例えば、ＵＥは、ＵＬサブフレーム＃ｎにお
いてＰＵＳＣＨを送信し、そしてＤＬサブフレーム＃ｎ＋４において、送信したＰＵＳＣ
Ｈに対応するＨＡＲＱフィードバックを受信するであろう。

＜シナリオＢ＞
【０１３８】
　サービングセルがクロスキャリアスケジュールされるシナリオＢのためには、２つのケ
ースが在る。ケース１は、ＦＤＤ－ＣＣセルがＴＤＤ－ＣＣセルをスケジュールするもの
であり、ケース２は、ＴＤＤ－ＣＣセルがＦＤＤ－ＣＣセルをスケジュールするものであ
る。以下では、“スケジューリングセル(ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ ｃｅｌｌ)”及び“スケ
ジュールされたセル(ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ ｃｅｌｌ)”との文言が導入される。クロスキ
ャリアスケジューリングにおいて、そのコンポーネントキャリアがデータ伝送用のＤＣＩ
を搬送するセルは、スケジューリングセルであり、そのコンポーネントキャリアがＤＣＩ
に示される如くスケジュールされたデータを搬送するセルは、スケジュールされたセルで
ある。
【０１３９】
　(Ｐｃｅｌｌ又はＳｃｅｌｌに関わらず)スケジューリングセルは、自身のスケジューリ
ング及びＨＡＲＱタイミングを参照するだけである。
【０１４０】
　スケジュールされたセルに対しては、これが属するケースに応じて異なるソリューショ
ンが採用され得る。
【０１４１】
　スケジュールされたセルがＴＤＤとして設定され且つＦＤＤ－ＣＣセルによってスケジ
ュールされるケース１において、スケジュールされたセルは、自身のスケジューリング及
びＨＡＲＱタイミングを参照するだけである。スケジューリングセル(ＦＤＤ)が常時、任
意の特定期間においてＤＬサブフレームを有しているため、スケジューリングセルのＤＬ
サブフレームは、スケジュールされたセルにより、スケジューリングセルを介してスケジ
ュールされたＰＵＳＣＨ送信に対応するＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのた
めに使用可能である。
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【０１４２】
　スケジュールされたセルがＦＤＤとして設定され且つＴＤＤ－ＣＣセルによってスケジ
ュールされるケース２のために、スケジューリング情報(例えば、アップリンクグラント)
を搬送するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨが、スケジューリングセル(ＴＤＤ－ＣＣ)のコンポ
ーネントキャリアを介して送信され、スケジュールされたＰＵＳＣＨ送信に対応するＨＡ
ＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送するＰＨＩＣＨも、スケジューリングセル(ＴＤＤ－ＣＣ)
のコンポーネントキャリアを介して送信されるべきである。しかしながら、ＵＬ－ＤＬ設
定に因っては、スケジューリングのＵＬサブフレームをＨＡＲＱフィードバックに用いる
ことが出来ない。スケジュールされたセルのため、スケジューリングタイミング及びＨＡ
ＲＱタイミングを定義する２つのソリューションが在る。

＜ソリューションＡ＞
【０１４３】
　ソリューションＡは、スケジュールされたセル(Ｓｃｅｌｌ)が、スケジューリングセル
(ＴＤＤ－ＣＣ)のスケジューリングタイミング及びＨＡＲＱタイミングを参照するもので
ある。
【０１４４】
　“ダウンリンク伝送のためのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング”の章で議論した
ソリューション１と同様に、ソリューションＡは、既存仕様へのインパクトが僅かである
点に利点がある。しかしながら、Ｓｃｅｌｌの幾つかのアップリンクサブフレームが利用
不可であるため、ピークレートが減少するであろう。

＜ソリューションＢ＞
【０１４５】
　ソリューションＢは、スケジュールされたセルが、自身のアップリンクサブフレームを
より多く使用可能な一のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定のスケジューリングタイミング及びＨＡ
ＲＱタイミングを参照するものである。“ダウンリンク伝送のためのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／
ＮＡＣＫタイミング”の章で議論したソリューション２と同様に、ソリューションＢも、
既存仕様へのインパクトが僅かである点に利点がある。また、ソリューションＢは、ソリ
ューションＡと比してより多くの利用可能なアップリンクサブフレームを提供可能であり
、以てピークレートがより高い。
【０１４６】
　図１６は、ソリューションＢに係る、利用可能なアップリンクサブフレームの数のため
のテーブルを示している。スケジュールされたセルにより参照される設定は、“ソリュー
ションＢの参照設定”と表現され得る。
【０１４７】
　図１１のテーブルにおいて、第１列は、スケジューリングセル用のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ
設定であり、第２列は、スケジュールされたセルの参照設定のＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定で
ある。比較を目的として、第３列を、ソリューションＡに係るスケジュールされたセルに
利用可能なアップリンクサブフレームの数を示すために追記している。第２列において、
括弧書きの値は、対応ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ設定がスケジュールされたセルにより参照され
た場合において利用可能なＵＬサブフレームの数である。
【０１４８】
　例えば、スケジューリングセルがＴＤＤ設定＃３で設定される場合、スケジュールされ
たセル(ＦＤＤ)は、ＴＤＤ設定＃０又は＃６のスケジュールタイミング及びＨＡＲＱタイ
ミングを参照可能である。２つの設定＃０及び＃０に利用可能なＵＬサブフレームの数は
それぞれ６及び５であり、その各々が、スケジューリングセルの設定(すなわち、ＴＤＤ
設定＃３)を参照した場合において利用可能なＵＬサブフレームの数(３)より大きい。
【０１４９】
　スケジュールされたセル(ＦＤＤ－ＣＣ)がＴＤＤ設定＃０のスケジューリング及びＨＡ
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ＲＱタイミングを参照する場合、ＰＤＣＣＨ ＤＣＩフォーマット０及び４が、ＴＤＤ設
定＃０に従って送信されるであろう。同時に、ＵＬインデックスフィールドが、一のダウ
ンリンクサブフレームにおいて２つのアップリンクサブフレームをスケジュールするため
に必要である。
【０１５０】
　一見する限り、更なるソリューションをスケジュールされたセルのために提供可能であ
る。例えば、ソリューション３に関し“ダウンリンク伝送のためのＨＡＲＱ－ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫタイミング”の章で議論した設計ルールを参照して、新たなスケジューリングタイ
ミング及びＨＡＲＱタイミングを、スケジュールされたセルのために設計しても良い。
【０１５１】
　以上、ＦＤＤ及びＴＤＤのＣＡをサポートするシステムのためのＰＵＳＣＨスケジュー
リング及びＰＵＳＣＨ ＨＡＲＱタイミングについて議論した。ＢＳにとっては、Ｐｃｅ
ｌｌ及びＳｃｅｌｌの一つを介して、ＵＬ物理チャネル(例えば、ＰＵＳＣＨ)をＵＥから
受信可能である。そして、ＢＳは、ＰｃｅｌｌのＵＬ物理チャネルに対応するＨＡＲＱフ
ィードバックを、Ｐｃｅｌｌに対し予め定めた第１のタイミングで受信可能である。ＢＳ
は、ＳｃｅｌｌのＵＬ物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィードバックを、第２のタイミ
ングで受信可能である。第２のタイミングは、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌのデュプレック
スモード、Ｓｃｅｌｌのスケジューリングモード、並びに予め定義したルールといった要
因の１以上に応じて決定される。予め定義したルールとは、(例えば、ＰＨＩＣＨにより
搬送される)ＨＡＲＱフィードバックを、ＰＵＳＣＨをスケジューリングするアップリン
クグラントを搬送するコンポーネントキャリア上でのみ送信することである。
【０１５２】
　セルフスケジューリングのために、第２のタイミングは、Ｓｃｅｌｌに対し予め定めた
タイミングと同一である。
【０１５３】
　クロスキャリアスケジューリングのために、第２のタイミングは、スケジューリングセ
ル及びスケジュールされたセルのデュプレックスモードに応じて更に決定される。
【０１５４】
　Ｓｃｅｌｌがスケジューリングセルである場合、第２のタイミングは、Ｓｃｅｌｌに対
し予め定めたタイミングと同一である。
【０１５５】
　ＳｃｅｌｌがＴＤＤとして設定されるスケジュールされたセルであり且つＦＤＤコンポ
ーネントキャリアセルによってスケジュールされる場合、第２のタイミングは、Ｓｃｅｌ
ｌに対し予め定めたタイミングと同一である。
【０１５６】
　ＳｃｅｌｌがＦＤＤとして設定されるスケジュールされたセルであり且つＴＤＤコンポ
ーネントキャリアセルによってスケジュールされる場合、第２のタイミングは、スケジュ
ーリングセルのタイミングと同一である、及び可能な限りＳｃｅｌｌのアップリンクサブ
フレームを利用出来るＴＤＤ設定用の第３のタイミングと同一である、のいずれか一つに
応じて決定可能である。
【０１５７】
　ＵＥにとっては、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌの一つを介して、ＢＳへＵＬ物理チャネル
(例えば、ＰＵＳＣＨ)を送信可能である。そして、ＵＥは、ＰｃｅｌｌのＵＬ物理チャネ
ルに対応するＨＡＲＱフィードバックを、Ｐｃｅｌｌに対し予め定めた第１のタイミング
で受信可能である。ＵＥは、ＳｃｅｌｌのＵＬ物理チャネルに対応するＨＡＲＱフィード
バックを、第２のタイミングで受信可能である。第２のタイミングは、上述したソリュー
ションに応じて決定される。
【０１５８】
　図１７は、本発明の実施形態の実施に用いるのに適したエンティティ１７００の簡略化
されたブロック図を示している。エンティティ１７００は、例えば基地局といったネット
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ワーク側のエンティティであっても良く、或いは例えばＵＥといったユーザ側のエンティ
ティであっても良い。
【０１５９】
　図１７に示すように、エンティティ１７００は、ＤＰ(ｄａｔａ ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ) 
１７０１と、ＭＥＭ(ｍｅｍｏｒｙ) １７０２と、ＤＰ １７０１にカップリングされた適
切なＲＦ送信機ＴＸ及び受信機ＲＸ １７０４と、を含む。ＭＥＭ １７０２は、ＰＲＯＧ
(ｐｒｏｇｒａｍ) １７０３を記憶する。ＴＸ／ＲＸ １７０４は、双方向無線通信のため
のものである。なお、ＴＸ／ＲＸ １７０４は、通信を手助けする少なくとも一つのアン
テナを有する。但し、実際にはＢＳ又はＵＥは幾つかのアンテナを有し得る。エンティテ
ィ１７００は、データパスを介して、例えばインターネットなどの外部ネットワーク又は
システムへカップリングされる。
【０１６０】
　ＰＲＯＧ １７０３は、関連ＤＰ １７０１により実行されると、エンティティ１７００
を本発明の実施形態に従って動作可能にするプログラム指示を含むものとする。
【０１６１】
　本発明の実施形態は、エンティティ１７００のＤＰ １７０１により実行可能なコンピ
ュータソフトウェア、若しくはハードウェア、又はソフトウェアとハードウェアの組み合
わせによって実施しても良い。
【０１６２】
　ＭＥＭ １７０２は、ローカル技術環境に適した任意のタイプのものであって良く、限
定されない例として、半導体ベースのメモリデバイス、磁気メモリデバイス及びシステム
、光学メモリデバイス及びシステム、固定メモリやリムーバブルメモリ等の任意のデータ
記憶技術を用いて実装しても良い。エンティティ１７００においては、一つのＭＥＭのみ
が示されているが、幾つかの物理的に区別されるメモリユニットが存在しても良い。ＤＰ
 １７０１は、ローカル技術環境に適した任意のタイプのものであって良く、限定されな
い例として、汎用コンピュータ、特殊用途のコンピュータ、マイクロプロセッサ、ＤＳＰ
(ｄｉｇｉｔａｌ ｓｉｇｎａｌ ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ)及びマルチコアプロセッサアーキ
テクチャに基づくプロセッサの１以上を含んでいても良い。エンティティ１７００は、例
えば、メインプロセッサを同期させるクロックに合わせて動作するアプリケーション特有
の集積回路チップ等の複数のプロセッサを有していても良い。
【０１６３】
　以上、本発明の実施形態を、方法、装置(すなわち、システム)のブロック図及びフロー
チャート図を参照して説明した。当然のことながら、ブロック図及びフローチャート図の
各ブロック、並びにブロック図及びフローチャート図中のブロックの組合せは、それぞれ
、コンピュータプログラム指示を含む種々の手段によって実装可能である。これらコンピ
ュータプログラム指示は、汎用コンピュータ、特殊用途のコンピュータ又はマシンを作る
他のプログラム可能なデータ処理装置へロードし、以てコンピュータ又は他のプログラム
可能なデータ処理装置上で実行する指示が、フローチャートブロック又はブロック群で規
定される機能を実施する手段を形成しても良い。
【０１６４】
　前述のコンピュータプログラム指示は、例えばサブルーチン及び／又は関数であり得る
。発明の一実施形態におけるコンピュータプログラムプロダクトは、前述のコンピュータ
プログラム指示が記憶された少なくとも一つのコンピュータ可読記憶媒体を備える。コン
ピュータ可読記憶媒体は、例えば光学ＣＤ、又はＲＡＭ(ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍ
ｅｍｏｒｙ)若しくはＲＯＭ(ｒｅａｄ ｏｎｌｙ ｍｅｍｏｒｙ)といった電子メモリデバ
イスであり得る。
【０１６５】
　本明細書には多くの特定の実施細部が含まれるが、これらは、実施又は特許請求の範囲
に記載されるものの範囲に対する制限を構成するものでは無く、むしろ、特定の実施の特
定の実施形態に固有であり得る特徴の説明を構成すべきものである。本明細書中、独立し
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た実施形態のコンテキストにおいて説明される或る特徴は、単独の実施形態において組み
合わせて実施することも可能である。反対に、単独の実施形態のコンテキストにおいて説
明される各種特徴は、複数の実施形態において個別に、或いは適切なサブコンビネーショ
ンにおいて実施することも可能である。また、これら特徴を或る実施形態群において作用
するものとして上述し且つ初期的にはそのように特許請求の範囲に記載したが、特許請求
の範囲に記載される組合せから１以上の特徴を幾つかのケースにおいては組合せから削除
することも可能であり、特許請求の範囲に記載される組合せをサブコンビネーション又は
その変形の対象としても良い。
【０１６６】
　なお、上述した実施形態は、発明を制限するというより寧ろ説明のために与えられるも
のであって、当然のことながら、改良及び変更を、当業者が容易に理解する通りに、発明
の精神と範囲を逸脱すること無く施しても良い。このような改良及び変更は、発明の範囲
及び添付の特許請求の範囲内であると見做される。発明の保護範囲は、添付の特許請求の
範囲によって定義される。加えて、特許請求の範囲における参照数字は、特許請求の範囲
に対する制限として解釈すべきで無い。“備える(ｃｏｍｐｒｉｓｅ)”との動詞の使用及
びその活用は、特許請求の範囲に記述されるもの以外の構成要素又はステップの存在を排
除するものでは無い。構成要素又はステップに先立つ不定冠詞“ａ”又は“ａｎ”は、複
数の構成要素又はステップの存在を排除するものでは無い。

【図１】 【図２】

【図３】
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